
 

 

契 約 者 各 位  公 益 財 団 法 人  建 設 業 福 祉 共 済 団  

保 険 金 区 分 を 増 額 し ま せ ん か 。  

建 設 共 済 保 険 の 保 険 金 支 払 い に お い て 、 災 害 発 生 時 に 関 係 請

負 事 業 所 か ら 被 災 者 １ 人 あ た り に 支 払 わ れ た 金 額 は 、 平 均 で  

２ ， ５ ４ ０ 万 円  と な っ て い ま す 。  

【 平 成 2 4 年 度 ～ 令 和 3 年 度 建 設 共 済 保 険 金 支 払 い 調 べ 】  

○ 建 設 共 済 保 険 の 保 険 金 の 特 長  

建 設 共 済 保 険 の 保 険 金 は『 被 災 者 補 償 保 険 金 』 と『 諸 費 用 補 償

保 険 金 』で 構 成 さ れ 、諸 費 用 補 償 保 険 金 は 被 災 者 等 に 対 す る 追 加

的 補 償 は も ち ろ ん の こ と 、労 働 災 害 に 基 因 し て 保 険 契 約 者 が 負 担

す る 諸 費 用 を 最 大 2 , 500 万 円 ま で 補 償 し ま す 。  

〔 死 亡 災 害 発 生 時 の 保 険 金 支 払 い の 流 れ 〕  

保 険 金 区 分 合 計 5 , 0 0 0 万 円 で 加 入 さ れ て い る 場 合  

 

○ 掛 金 額 （ 年 額 ）  

保 険 金 区 分 合 計  

（ 被 災 者 補 償 保 険 金 ）  

（ 諸 費 用 補 償 保 険 金 ）  

1 , 0 0 0 万 円  

( 5 0 0 万 円 )  

( 5 0 0 万 円 )  

2 , 0 0 0 万 円  

( 1 , 0 0 0 万 円 )  

( 1 , 0 0 0 万 円 )  

3 , 0 0 0 万 円  

( 1 , 5 0 0 万 円 )  

( 1 , 5 0 0 万 円 )  

4 , 0 0 0 万 円  

( 2 , 0 0 0 万 円 )  

( 2 , 0 0 0 万 円 )  

5 , 0 0 0 万 円  

( 2 , 5 0 0 万 円 )  

( 2 , 5 0 0 万 円 )  

完 工 高

1 億 円  

土 木 一 式  3 3 , 4 4 0 円  6 6 , 8 8 0 円  1 0 0 , 3 2 0 円  1 3 3 , 7 6 0 円  1 6 7 , 2 0 0 円  

建 築 一 式  1 2 , 7 6 0 円  2 5 , 5 2 0 円  3 8 , 2 8 0 円  5 1 , 0 4 0 円  6 3 , 8 0 0 円  

 

ご

契

約

者 

諸 費 用 補 償 保 険 金  
2 , 5 0 0 万 円  

被 災 者 補 償 保 険 金  
2 , 5 0 0 万 円  (

ご

遺

族)
 

被

災

者 

※ 諸 費 用 補 償 保 険 金 は 、 事 故 に

伴 う 企 業 側 の 各 種 経 費 に 使 用

で き る ほ か 、 被 災 者 補 償 保 険 金

に 上 乗 せ し て 被 災 者 等 へ の 補

償 に も 使 用 で き ま す 。  

共

済

団 
被 災 者 の 方 へ の 十 分 な 補 償 を 行 え る よ う 、今 回 の 契 約 更 新 の

機 会 に 保 険 金 区 分 の 増 額 を 是 非 ご 検 討 く だ さ い 。  

な お 、 令 和 5 年 5 月 末 現 在 、 保 険 金 区 分 合 計 「 5 , 0 0 0 万 円 」

に 8 3 5 社 が 加 入 さ れ て い ま す 。  

保 険 金 区 分 に つ い て は 、契 約 更 新 時 は も ち ろ ん の こ と 契 約 期 間 の 途 中 で も

増 額 す る こ と が で き ま す 。  

掛 金 試 算 も 承 っ て お り ま す の で お 気 軽 に 共 済 団 ま で ご 連 絡 く だ さ い 。  

令 和 4 年 度 は 1 , 0 5 1 社 の ご 契 約 者 様 が 保 険 金 区 分 を 増 額 さ

れ て お り 、 う ち 約 9 割 の 9 4 5 社 が 一 つ 上 の 保 険 金 区 分 （ 1 , 0 0 0

万 円 増 額 ）に 引 き 上 げ て 加 入 さ れ て い ま す 。 一 つ 上 の 保 険 金 区

分 へ 引 き 上 げ て は い か が で し ょ う か 。  

被 災 者 補 償 保 険 金  
2 , 5 0 0 万 円  


